
件   名 愛媛県建築基準法施行条例及び愛媛県手数料条例の一部を改正する条例 

主 管 課 建築住宅課 

根拠法令等 建築基準法の一部を改正する法律（平成30年法律第67号） 

【改正の概要】 

建築基準法の一部を改正する法律（平成30年法律第67号）の施行に伴い、建築物の敷地と

道路との関係の建築認定申請手数料及び特別仮設興行場等建築許可申請手数料を徴収する

等のため、関係条例の一部を改正するもの。 

 

【内容】 

（建築基準法第43条第２項第１号関係） 

① 建築物の敷地と道との関係の建築認定制度が創設されたことに伴う申請手数料の創設 

建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 31,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 国際的規模の競技会等の用に供する特別仮設興行場等について、存置期間の特例が創設

されたことに伴う申請手数料の創設 

特別仮設興行場等建築許可申請手数料 181,000円 

 

 

 

 

 

③ 法改正に伴う関係条例の規定整備（引用ずれの解消） 

 

 

施 行 日 
①② 公布の日 

③  法の施行日 

【その他参考事項】 

 

 

 

 

改正前 
申 請 

建築審査会の同意 

許 可 

特定行政庁が

申請の内容を

個別に審査 

改正後 
申 請 

認 定 

特定行政庁が、申

請の内容が省令基

準に適合するかを

審査（省力化） 

改正前 

存続期間の上限：１年 

改正後 

存続期間の上限：１年を超えることが可能 

※建築審査会の同意が必要 
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